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日本法科学技術学会ヒト対象医学的研究等倫理審査委員会規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、日本法科学技術学会（以下「本会」という。）におけるヒ

トを対象とする医学的研究等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 本会においては、ヒトを対象とする医学的研究等の実施について、ヒ

トを対象とする医学的研究等における倫理的方針（平成２２年７月１日制定。

以下「医学的研究等倫理的方針」という。）に基づいて行う。 

 

（ヒト対象医学的研究等倫理審査委員会の設置等） 

第３条 ヒトを対象とする医学的研究等の適否等についての倫理的観点ととも

に科学的観点を含めた調査審議は、日本法科学技術学会倫理審査委員会（以

下「委員会」という。）の中に設置したヒト対象医学的研究等倫理審査委員会

（以下「医学的研究等倫理委員会」という。）において行う。 

２ 医学的研究等倫理委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次

の各号に掲げる者をもって充てる。 

 （1）委員長は、本会の理事の中から理事長が指名する。 

 （2）委員は本会の会員の中から理事長が指名する。 

３ 委員長及び委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 交代の時期は、その年度の学術集会終了日とする。 

５ 委員長及び委員に欠員が生じたときは、補充することができる。任期は残

任期間とする。 

６ 医学的研究等委員会は、委員長が委員を招集し、議事を主宰する。 

７ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、医学的研究

等委員会への出席を求めることができる。 

８ 委員長は、委員長代理を指名することができる。 

 (1) 委員長代理は、委員会、ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会又

は医学的研究等倫理委員会の構成員の中から指名する。 

 (2) 委員長代理は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その

職務を代理する。 

９ 医学的研究等委員会の庶務は、本会事務局において処理する。 

 

（倫理審査の申請手続等） 

第４条 倫理審査の申請は、別記様式１に定める倫理審査申請書（別記様式２

に定める研究計画書を添付すること。）により行う。 

２ 研究機関の長は、別記様式３に定める研究実施状況報告書の写し及び許可

した研究計画書の写しを年１回及び研究終了後すみやかに、医学的研究等倫

理委員会に送付しなければならない。 

 



第５条 委員長又は委員が、第４条の申請に係る研究に直接関与している場合

は、当該の申請に係る調査審議又は裁決に参加できない。 

 

（補則） 

第６条 この規程の運用に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

第７条 本規程は、理事会の承認を経て改定できる。 

 

附則 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

（平成２９年１１月８日改正） 
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